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ベ
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雜

錄

る
の
み
に
し
て
、
獨
逸
商
法
の
如
く
消
却
せ
ら
る
べ
き 

$

い
ユ
の
§
愛
饼
CC
旣
に
定
款
1C
-®
却

を

許

す

規

定

あ

る
 

を
必
耍
と
す
る
に
あ
ら
次
る
べ
し
。
果
しy

然
ら
ば
喷 

個
の
株
主
の
保
議
と
は
な
ら
-5'
'

る
な
6

。

.
日
本
商
法
第
百
五
十j
條
第1

1

項
に
於
て
、

.0
々
の 

株
主
を
保
存
す
I

明
文
？

、
飜V

資
本
減
少
に
關 

す
る
第
二
百1

1

十
條
の1

1
以
下
に
於
て
は
反
て
固
々
株 

主
に
^

し
、頗
る
背
酷
と
思
»

る
、
規
定
を
^

け
乙
6
0 

而
し
て
第
二
百
二
十
條
に
於
.て
槐
主
總
會
に
於
て
、
資 

本
減
少
の
決
議
を
爲
す
と
き
は
问
塘
に
其
馘
少
の
方
^
 

を
決
議
す
る
こ
^
を
要
す
と
規
定
し
、
何
等
の
制
限
を 

名
付
せ
步
、
從
て
如
何
な
る
方
法
を
決
議
す
る
3

可
な 

る
が
如
し
。
而
し
て
此
立
法
の
主
意
を
擴
張
す
れ
ば
必 

ら
す
し
？
資
本
減
少
の
場
合
の
み
に
限
ら
ず
栎
式
#

®
 

の
埸
合
に
於
て
名
亦
如
何
な
石
方
法
に
依
る
を
問
は
次 

る
者
i

云
は
次
る
可
ら
ず
。
果
し
て
然
ら
ぱ
抽
籤
の
如 

き
方
法
の
有
數
な
る
は
倚
可
な
れ
ど
S

、
.若
し
一
部
の 

*
主
を
排
iK
せ
ん
於
爲
め
其
栎
主
に

屬
す
る
株
式
を
消

七1

八

却
せ
ん
i

し̂

る
#

は
如
何
、
若
此
場
合
は
株
主
の
同 

意
な
し
と
の
理
由
を
以
て
之
を
許̂
^
 

t

る
の
人
せ
ゴ 

抽
籤
の
場
合
に
於
て
S

當
選
し
セ
' 

み
#

主
が
同
意
せ
次 

6

し
脬
は
消
却
す
る
を
得̂

る
べ
し
。
然
か
名
獨
逸
商 

法
の
如
き
規
定
な
き
が
敌
假
令
株
式
引
受
前
の
定
款
に 

於
て
規
定
す
る
名
其
効
衣
に
就
て
疑
な
き
に
あ
ら
^
。

:

吾
商
法
に
於
て
•株
主
於
其
意
思
に
反
し
て
栎
式
を
失 

ふ
場
合
を
特
に
規
定
せ
る
を
以
て
、(

第
白
五
十
三
條
第 

二
^
一
 

一
 

T

~
fl
r

の
三
ン
r

く
の
如
き
規
/b

な
き
場
合
に
a

 

栎
主
は
其
意
思
に
反
し
て
權
利
を
失
ふ
こ
と
な
く
.、
足 

て
^
式
梢
却
洛
亦
栎
主
の
同
意
を
搭
岁
し
て
之
を
爲
す 

t

と
を
得
梦
ふ」

解
す
べ
き
於
。
斯
の
如
く
解
す
る
と
き 

は

3

ロ
商
法
に
於
て
は
播
却
は
任
意
買
收
に
依
る
の
外 

.

實
行
す
る
を
得̂

る

N
J
i
、

な
る
、
假
令
其
方
^
を
定 

款
に
於
て
規
定
す
る
名
、
株
主
於
栎
式
を
取
得
す
る
に 

當
6

一
々
定
款
を
見
る
場
合
少
な
於
る
べ
く
，
&
.
て
定 

款
に
規
定
あ
る
に
係
は
ら
岁
、
株
式
を
取
得
し̂

6

と 

の
理
由
を
以
て
へ
定
款
に
定
め
±

る
游
却
の
方

法
.C

同

t

し̂

石
免
の
と
云
ふ
を
得
^
。
定
款
に
定
め
允
る
消 

却
の
規
定
が
有
效
な
る
に
は
法
律
に
於V

之
を
認
o

る
. 

こ
と
を
必
要
と
す
。 

I 

3C

商
法
第
百
:it

十
三
條
第
二
項
伹
書
に
一
定
款
の
定 

む
る
所
に
從
ひ
株
主
に
®

當
す
.
.

ベ
き
和
益
を
以
<
す
れ
一 

S

此
限
■

に
あ
ら
す
と
規
定
せ
6

。
玆
に
定
款
の
定
ひ
る 

所
に
從
ひ
と
あ
る
は
株
主
に
酿
當
せ
ら
る
べ
き
利
益
於 

定
款
の
定
む
る
所
に
從
ふ
べ
き
？
の
な
る
於
、
或
は
消 

却
が
®

款
の
定
ひ
る
所
に
從
ふ
べ
き
$
の
な
る
か
疑
な 

き
を
得
ず
と
雖
名
假
に
後
者
の
意
義
に
解
し
杞
ら
と
せ
一 

ん
に
、
株
主
に
配
當
す
べ
き
利
益
を
以
て
消
却
す
る
に 

は
定
款
に
1

定
な
於
る
べ
£

ら
す
と
雛
名
、
資
本
減
少 

の
目
的
を
以
<

消
却
す
る
場
公
に
は
定
款
の
規
定
を
必 

要
と
せf

o

る
か
、
叉
は
金
然
强
制
的
方
法
を
用
を
る
を 

得
ぎ
る
事
と
な
る
、
且
つ
其
定
款
名
株
式
取
引
前
の
定 

款
祀
る
を
要
せ̂

る
於
故
瑞
西
債
務
法
と
同
匕
く
株
主
— 

保
餽
の
點
ょ
6

云
へ
ば
何
等
の
効
果
名
な
き
な
6

。
要 

す
る
に
‘

告
商
法
の
消
却
の
規
定
は
個
々
の
株
の
保
護
の

, 

方
而
に
於
て
顔
る
不
完
全
な
6

と
云
は
含
る
を
樽
^
。

■

英
國
國
民
保
險
法.

‘

增
井
幸
雄

ハ
1
、パ
1
F
大

學

數

授j

F

v

ll'
'
、
•ホ

-

リ

ツ

ト

氏

は

Political 

scienoe Quarterly, 

vol. X
X
V
I
I

 N
o
.

 2
.

に
於
て
本
^
-七
.月
十
三 

日
ょ
o

w
施
せ
ち
る
、、へ 

>
-勞
働
保
險
法
の
網
要
を
ft
明
L
併
せ
て
之 

が
批
評
を
試
か
把
リ
0
本
篇
《
冏
謎
所
載
の
3
5 3

M
I

 
一
 x

a
t
o
m
l

 
Insnrar.ce A

c
t

を
翻
譯
せ
る
名
の
な
^
'
o

1

九

一
1

年
の
_
會
を
通
過
し
杧
る
國
民
保
險
法
は 

一
の
搌
本
的
の
點
及
ぴ
少
く
と
名
ニ
の
-偶
々
重
要
な
る 

點
に
於
て
英
國
從
來
の
法
令
洤
書
に
記
載n

•れ
し
諸
法 

令
と
趣
を
異
に
せ
6

0

該
保
險
法
は
ロ

ィ

ド

、
ジ
ョ
I

デ 

奴
チ
ョ
ッ
ザ
、
マ
ネ
ー
历
著『

保
險
せ
ら
れ
t

る
國
民』 

の
序
に
於
て
述
べ̂

る̂

如
く
、
大
と
な
く
、
小
と
な 

く
、
國
屁
.一
般
の
幸
福
の
戈
め
に
國
家
の
資
源
の
組
織 

に
ー
新
辟
代
を
劃
せ
ん
と
の
希
望
を
以
て
通
過
せ
ら
れ 

允
る
名
の
に
し
て
從
て
ア

\

グ
ロ
サ
ク
y

ン
國
家
1C

於 

て
從
來
立
法
せ
ら
れ̂

る
3

の
、
中
に
就
きV

最̂

p

大

パ
 

膽
に
し
て
且
最
％
廣
汎
に
亘
る
社
會
的
立
法
允
6

。
其



、‘

雜

錄

 

12

立
.案
及
ぴ
下
院
通
過
は
確
^

る
前
例
な
き
方
法^

よ
6

 

て
行
は
れ®

そ
の
法
律
と
な
れ
る
隹
に
於
て
^P

'/
ス
キ 

ス
：內
閣
及
ぴ
該
內
閻
並
に
其
社
會
立
法
，に
同
靑
を
有
す 

る
任
意
團
體
は
從
來t

て
用
ひ̂

6

し

方

法(

通
俗̂
 

演
會
の
如
き}

に
よ
6

て
該
傲
險
法̂

i

般
に
了
解
せ 

ら
れ
む
こ
と
に
カ
め*

6

。
思
^

に
今
度
ゐ
立
法
はS
 

名
複
雜
に
し
て
且.詳
細
の
規
定
を
合
め
る
そ
0

.
上
に
、
一
 

(

茶
。®

琲

及

煙
-̂

に
收
入
秘
を
課
ず
る
旨
を
«

定
^
る 

-

財
政
法
を
除
く
塒
は

)

英
蘭
、
蘇

蘭

、
愛
蘭
及
ゥ
エ
ー
ル 

ス

に

亘

つ

て

斯

く

名

多

^

め

男

女

に

直

接

に

關

係

ぁ

る
 

こ

と1

丸
i

,

J年
七
S

十
三
日
よ6

實
施
甘
ら
る
べ
.き 

,

こ
の
社
會
的
立
法
に
比
#

べ
き
«-
0

1

.
八

三

ニ

年
1̂

來 

嘗
I

か
ろ
し
を
以
て
政
府
,
そ
の
多
數
に
對
し
て
費 

用
を
支
出
し
て
甘
で
劣
此
等
の
通
俗
講
演
#
を
行
ふ
こ 

と
は
必
要
に
し
て
缺
く
べ
か
ら
次
6

:

し
な
.
0

0

1

、
計
畫
の

f:

般
的
性
質 

,

此
0

法
律
に
合
ま
れ̂

る
1

1

つ
0

計
畫
、.
卽
ち
.疾
齊

七1
1
0

癡

疾

に

對

す

る

保

險

と

七

個

の

產

業

に

於

け

る

失

業

に
 

對

す

る
.

保

險

と

の

下

に

來

る

べ

き

男

女

は

其

數

凡

ぞ

j 

千
四
百
萬
人
と
槪
算
せ
ら
る
。
グ
ラ

I

グ
氏
の
述
ぶ
る 

j

所

に

よ
:'

6
.
て

本

法

の

大

綱

を

示

せ

ば

次

の

如

し

。

(

一)

 

該

保

險

法

は

H
.

業

に

從

る

者

の

全

部

に

適

用

せ

ら
 

る

乂

％

の
^

し

て

陸

海
^

^

及

ぴ

1 ?

員

を

名

包

合

す

0 

(
1

f
)

保

險

は

一

年

百

六

十

磅

以

1?
の

勞

銀

又

は

俦

給

を
 

受
.

け

て

夏

傭

せ

ら

れ
*

る

名

の

：>

全

部

に

對

し

て

强

制
 

せ

ら

る
o
 

(

三

)

地
.

方
.

的

行

政

機

關

(

主

と

し

て

共

濟

組
' 

合

及
^

勞

働

組

合

、

)

.

は

大

部

分

は

被

保

險

*

の

掌

る

所
 

一

な
'

^

。
：(

四

〕

保

險

料

率

と

手
.
當

と

は

}

九

.;

三

年

七
 

\

月

以

前

に

加

入

せ

，る

被

傭

者

に

對

し

て

は

年
^

の

如
.

可 

I
に

關

せ

岁

凡

て

同

j

な

〜
(

五

)

喪

用

は

傭

者

、

被

墉
 

者

及

び

國

家

の

分

^

^

る

所

な

る

名

保

險

基

金

に

就

て
 

は

國

寧

の

保

證

な

し

。

(

六

)

該

法

は

變

炎

に
#

す

る

傭
 

一

者

の

責

任

の

轉

嫁

に

は

影

響

を

及

ぼ

さ

岁

、
M

主

の

責
 

任
に
歸
す
、ぺ
き
變
炎
に
よ

6

て
勞
働
不
能
と
な
れ
る
名 

の

に

對

し

：
て

：
は

該

：

*

の
'

下

に

於

け

る

手

當

を

與

へ

*

、

別

y

規
定
の
存
す
る
名
の
あ
6

、

(

七)

該
法
の
下
に
於 

て
與
へ
ら
る
ぐ
手
當
の
大
部
分
は
被
保
險
者
が
七
十
歲
：
 

1C

達
せ
る
後
は
支
拂
を
停
业
せ
ら
る
ゝ
の
點
よ
/り
見
れ 

ば

一
九
〇
八
年
の
養
老
年
金
法
の
補
充
な
6

、

(

八)

該 

法
は
分
规
滕
に
於
け
る
婦
人
に
對
しV

特
別
の
規
定
を 

な
せ
6

、

(

九)

該
法
は
結
核
性
患
者
取
扱
に
關
す
ゐ
將 

別
計
畫
を
な
せ
6

、

(

十)

共
濟
組
合
又
は
勞
働
組
合
の 

如
き
現
に
存
す
る
節
約
獎
勵
の
機
關
の
保
存
の
規
定
を 

な
せ
6

、(

十
一)

强
制
的
保
險
の
外
に
任
意
的
保
險
の 

規
定
を
な
せ
6

、
而
し
て(

十
1

1
)

外
國
よ
.

ろ
の
、
及
び 

外
國
へ
の
移
轉
を
許
し
之
が
特
別
取̂

を
な
せ
る
を
以 

て
國
際
的
保
險
計
畫U

向
つ

V

門
月
を
開
放
せ
る
免
の 

な
'
0

0
こ
の
ft

畫
は
グ
•

ラ
ー
グ
氏
I

一
日
へ
る
が
如
く
、
.疾
病 

及
び
癥
疾
の
保
險
の
み
な
ら
梦
老
年
保
險
を
S

包
舍
す
. 

る
獨
逸
の
そ
れ
，の
如
く
爾
く
範
H

の
廣
沉
な
る
名
の
に 

は
あ
ら
ず
。
氏
は
附
言
し

y

日
く
、

.

27

そ
の
當
然
の
結
果
と
し
て
獨
逸
の
保
險
料
は
英
國
よ

雜

錄

:

6

?
著
し
く
高
率
な
6

。
又
獨
逸
に
於
<
は
保
險
料 

名
手
當
名
同
率
に
あ
ら
ず
し
てH
業
に
從
事
す
る̂
^
 

の
は
各
々
の
受
る
勞
銀
の
高
に
從
て
數
個
の
.

階
級
に 

區
分
せ
ら
れ
fc
6

。
而
し
て
痕
病
廢
疾
に
對
す
る
特 

別
の
機
關
あ
6

V

國
家
は
疾
病
保
險
に
は
毫
名
費
用 

を
支
出
せ
，
。
英
獨
兩
組
織
の
間
に
存
す
る
他
の
相 

違
0

點
は
英
國
に
於
て
そ
の
行
政
機
關
於
被
保
險
#' 

の
手
中
に
あ
る
そ
の
程
度
如
何
に
あ
6

。
是
等
の
相 

違
あ
る
に
ょ
6

て
是
等
ニ
個
の
中
、
英
國
の
組
織
は 

甚
だ
節
軍
な
る
S

の
と
な
れ
•

り
。
こ
の
言
の
眞
な
る 

■

こ
と
は
英
國
の
保
險
法
は
百
十
五
節
に
て
充
分
な
る 

於
如
き
に
反
し
獨
逸
保
險
法
の
最
近
の
改
疋
は
約
三 

千
八
百
/\

十
條
を
包
食
ず
と
報
せ
ら
る
、
に
ょ
6

て 

知
ら
る
ベ
し
と
。

.

.

ニ
、
保
險
法
の
議
會
に
於
け
る
經
歷

ラ
グ
I

グ
氏
が
右
の
如
く
述
べ
t

る
本
計
書
の
議
會 

け
に
於
る
經
歷
は
一
丸
〇
九
年
の
豫
算
に
a

る
乙
と

七
二1



ri

r:

.

.

雜

.

錄

12

を
#

ベ
.

し
。
囂
藏
相
口
ィ
ド
、
ジ
ョ
ー
デ
は
政
府
.

に 

疾
病
癒
疾
及
ぴ
失
業
に
關
す
る
立
法
の
計
畫
ぁ
o

i

演 

說
せ
6

。
而
し
<
そ
の
際
百
五
十
萬
磅
を
保
養
院
設
立 

費
と
し
.

て
：計
上
し
乙
の
費
用
は
そ
‘

の
後
一
丸
.一

一
年
の 

法
律

U

於
て
規
定
せ
ら
れ
女
6

と
雖
％
、

一

九

ニ

年 

二
月
、
皇
帝
於『

疾
病
及
び
癒
疾
に
對
し
て
の
工
業
的 

A

ロ
の
保
險
及
び
特
に
失
業
の
恐
ぁ
る
職
業
に
從
事
せ 

.

る
$
の
ゝ
失
業
に
對
す
る
保
險
を
規
定
し
以
て
前
年
の 

議
會
に
於
て
il
j

^
せ
ら
れ
把
る
政
策
を
實
行
擴
張
せ
ん 

於̂

め
に
旣
.に
宣
言
せ
る
諸
計
畫
遂
行
の
目
的
を
以 

て』

何
等
於
の
方
案
を
議
會
に
提
出
す
ベ
し
と
演
說
せ 

ら
れ
し
そ
の
#

ま
で
は
一
月
靜
Jh

の
姿
な
6

き
。

-
法
案
の
提
出 

，
事
は
皇
帝
の
演
誰
中
に
於
て
言
及
せ
ら
れ
把
る
一
法 

案
の
.未
だ
下
院
に
提
出
せ
ら
れ
し
五
月
四
日
以
前 

の
こ
と
な
ろ
き
。
當
辟
藏
相
は
商
務
院
長
バ
ツ
グ
ス
ト 

ン
氏
の
助
力
の
下
に
法
案
を
起̂

中
な
6

し
於 
一|

月
六 

H

よ
6

五
月
西
日
に
至
る
调
に
於
て
諸
大
臣
に
向
っ
て
.

..七
二 
ニ

幾
多
の
質
間
發
せ
ら
れ
之
に
ょ
6

て
保
險
法
案
の
範
遗 

及
ぴ
一
般
原
則
並
に
其
法
案
の
詳
細
な
る
點
に
關
し
.
て
 

共
濟
鈕
合
及
び
勞
働
鈕
合
の
代
表
者
と
織
相
と
の
間
に 

數
间
の
秘
密
會
«

^

A

v

し
事
知
ら

れ

允
6

 o

普
1

の
方 

法
i

異
れ
る
*

s
p

の
あ
る
こ
と
旣
に
此
滕
に
始
甘
1

る
な 

i
 
.

是
等
の
質
問
の
中
に
は
失
業
保
險
に
加
へ
ら
る
ベ 

きH

業
の
仰
に
於
け
る
熱
心
を
示
せ
るの

；； p

あ
6

0

 

叉
そ
の
性
質
全
く
新
に
し
て
重
要
且
意
味
深
長
な
る
立 

法
の
場
合
を
除
く
の
外
は
殆
ん
ど
見
る
t

i

を
得
^
る 

期
待
.

の
.

興
味
？
院
中
に
溢
れ
杧
ム
ノ
。
3

れ
ど
法
案
の
秘 

密
の
保
た
れ
し
こ
と
恰
洛
豫
算
案
の
そ
れ
の
如
く
な
ろ 

し
を
以
て
五
月
四
日

P

ィ
ド
、
ジ

m

丨
デ
氏
、が
約
ニ
#

 

H

H

.

^

H

つ
<

淨
案
の
說
明
を
な
せ
ス
<

際
に
於
け
る
«

^

 

の
群
集
及
そ
の
熱
心
の
度
の
如
何
に
大
な
6

し
か
は
®

 

像
す
る
に
難
か
ら̂

る
名
の
あ
6

0

以
上
は
第
一
讀
會
に
於
け
る
景
況
な
.O

、

法
案
の
槪 

略
は
旣
に
上
に
述
べ
杧
る
を
以
て
以
下
必
要
な
る
部
分 

だ
け
詳
細
に
亘
つ
て
述
ベ
ひ
o

蔵
相
の
霧

の
槪
要

t

129

述
ぶ
る
.

.
,

0と
は
素
ょ
6

其
必
耍
な
し
と
雖
名
今
ジ
ヨ
丨 

デ
氏
の
.

述
.
.べ
：把
る
.ニ
つ
の
點
を 

一#

せ
ん
£

 

二 •)

蠢
 

料
を
ば
印
紙
ど
以
て
納
入
す
る
の
制
度
⑵
ち
俯
者
被
一 

傭
者
;ti
l

ハ
へ
保
|̂
»

金

と

し
<

铈
過
S

金
を
な
す
の
制 

度
：

)

.

は
獨
逸
の
制
11

ょ
6

採
用
せ
る
旨
を
明
に

0

め 

(

ニ 
.

勞
雜
收
得
者

L
.
J

し
て
使
傭
せ
ら
れ
^
る
旣
婚
婦
を 

ば
一
部̂

限
く
.

の
外
、.保
險
ft

畫
の
全
部
ょ
6

全
く
之 

を
除
外
せ
る
理
由
を
述
べ
允
ろ
。
旣
婚
婦
を
除
外
せ
る 

理
由
如
何
と

S

を
に
具
正
な
.

る
判
斷
.の
方
法
务
化
病
を 

W

ぐ
一
の
方
法
$

な
く
立
.

識
の
：方
法
と
し
ズ
醫
師
の
證
明 

書
に
上
る
の
外
な
し
と
雖
％
之
と
て
ダ
常
に
必
ず
し
名
一 

芷
確
4

ら
ぎ
る
を
以
<

な
6

。然
雖
免
勞
働
者

^

 

る
七
十
萬
の
旣
婚
婦
人
は
該
計
畫
の
下
に
來
ふ
べ
く
分 

娩
後
四
過
間
職
に
復
せ
次
る
事
を
條
件
と
し
て
分
娩
爭 

.

當
ど
受
領
す
ベ
し
。
印
紙
に
就
て
言
へ
«

±
は
全
く
獨
一 

逸
の
制
度
な
6

。
勞
働
者
は
毎
週
の
終
6

に
於
て
其
*

 

主
の̂
-

許
に
カ̂
-

ド
を
差
出
し
麗
主
は
勞
輝
#

の
.

挂
金
.

四
i

/r
i

自
己
の
掛
金
.

ニ.
.片
と
を
記
入
し
勞
働
#
の
勞
銀

f

雜 

錄

中
上
6

四
片
を
按
除
し
勞
働
者
.は
そ
の
力

.1

ド
を
郵
僳 

局
に
持
參
し
此
處
ょ
6

t

幣
の
狒
込
を
受
く
ペ
き
中
央 

局
に
轉
送
せ
ら
る
。

. 

.

.

.第 

一ii
#

に
於
-c

は
演
說
少
き̂

a

ff
l

i

し
大
抵
の 

法
案
に
對
し
て
a

一
 

の
形
式
的
階
段
忆
る
に
過
ぎ
す
し 

て
最
も
重
要
な
る
名
の
に
關
し
，て
す
ら
一
一
三
を
®
ゆ
る 

こ
と
稀
な
.
6

°
然
る
に
本
保
險
法
案
の
第
一
讀
會
に
於 

て
は
殆
ん
ど
三
#

間
に
亘
る
討
議
ぁ
6

、
何
れ
の
演
說 

名
該
計
畫
の
範
圍
及
原
則
に
#
し
て
替
成
の
意
を
表
す 

る
名
の
に
し
て
大U

.

歡
迎
せ
ら
れ
*

厂
ノ
。
才
一
ス
テ
ン 

チ
ヱ

y

パ
レ

ン
氏
は
藏
相
に
向
つ
て『

何
れ
の
黨
派
杧 

る
を
問
は
*

等
し
く
そ
の
完
全
な
る

0

0

に
達
せ
ん
こ 

と
を
希
望
せ
る
事
業
•

の
：礎
石
を
置
き
允
る』

を
寶
し
、

. 

加
ち
.る
に
こ
の
思
想
の

.

普
及
に
力
む
る
の
み
な
ら
ず
叉 

該
案
の
終
局
の
形
成
に
就
て
.

の
.反
對
に
對
し
て
は
政
府 

に
助
力
す
べ
き
を
約
し
、.1

フ
ム
ゼ
ー
、
.
マ
ク
ド
ナ
ル
ド 

氏
名
亦
現
在
四
十
ニ
名
の
黨
員
を
有
す
.る
勞
働
黨
は
相 

呼
應
し
て
之
を
助
く
べ
き
旨
を
約
せ
'

^

。
茈
日
く
、

.

.

i

s
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雜

■

錄

之
は
窗

U

財
政
の
上
よ
6

し
て
の
み
な
ら
す
又
そ
の 

'

結
果
の
上
よ
6

見
て
甚
だ
重
大
な
る
事
柄
な
6

、
實 

に
重
大
な
る
事
柄
な
6

。靜
坐
し

y

、C

の
提
案
は
社 

會
上
€

.

諸
關
係
の
一
大
盤
理
を
包
合
す
る
t

と
に
思 

を
致
す
と
含
、
人
は
始
め
て
そ
の
如
何U

重
大
な
石 

や
を
免
る
を
得
べ
し
、
吾
人
勞
働
•：黨
員
K

そ
の
詳
細 

に
關
し
て
は
不
替
成
の
點
な
き
を
保
し
難
し
.、
多
分 

は
之
有
ら
0

、
さ
れ
ど
之
ぁ
る
於
允
め
に
藏
相
に
反 

對
す
る
が
如
き
こ
^
/
は
決
し
て
吾
人
の
爲
さ
る
所 

な
6

。
織
相
は
此
問
題
に
關
し
て
は
廣
く
觀
察
し
叉 

全
體
と
し
て
觀
察
し
こ
の
方
面
に
游
け
る
凡
て
の
問 

題
を
一
般
に
取
扱
へ
-̂
|1

畫
:?
:

立
て
*

6

4

。

五
月
ニ
十
四
、

1
1

十
五
及
二
十
九
の
三
日
間
に
於
け 

る
三
囘
の
會
議
は
法
案
の
第
二
讀
會
に
費̂

れ
杧
6

。
 

第
一
囘
の
會
_
に
於
て
該
法
案
は
社
會
全
體
に
對
し
て 

永
續
的
の
恵
與
金
を
與
ふ
る
名
の
な
人
ソ
A

の
確
信
よ
6

 

し
て
K

»

E

の
議
席
よ
ろ
罾「

一
讀
會
を
ば
異
議
な
く
通 

過
せ
し
め
ひ
と
す
る
の
意
見
出
で̂

6

。
第
三
日
目
に

七
こ
餌

動
議
に
就
て
採
決
し
之
に
よ
6

て
.討
議
は
終
結
せ
ら
れ 

tt

ムV。

^
れ
ど
該
法
案
と
挥
び
讀
會
に
附
せ
ん
と
の
動 

議
に
就
て
は
決
を
採
ら
次
6

き
0

.
政
府
は
法
案
の
提
出 

|

以
前
に
當
み
て
そ
の
進
行
に
關
し
て
最
初
の
訓
諭
を
發 

j

し
*

6

。
郎
ち
ア
ス
キ
ス
氏
は
議
會
の
日
程
槪
表
を
作 

6

.『

耶
蘇
降
,
七
日
祭』

め
休
會
以
前
に
法
案
を
！2

禅 

-

び
讀
會
に
附
し
杧
き
希
望
を
述
べ
第
ニ
讀
會
の
後
に
於 

て
大
委
員
會
に
附
せ
ん
こ
と
を
申
し
送
れ
6

。
應
る
に 

五
月
二
十
五
日
、
.第
二
請
會
の
未
だ
終
ら
含
る
に
先
ち 

て
政
府
«

'

之
を
，全
院
委
員
會
に
附
す
べ
き
こ
と
に
決
定 

■

せ
る
旨
を
通
告
せ
6

。
そ
の
結
果
と
し
て
反
對
者
よ
A

 

特
別
委
員
會
に
附
す
べ
し
と
•

の
意
見
出
で
し̂

>

TJ

ィ
ド 

ジ

ヨ

ー

デ

氏

は

之

に

答

へ

て

、
特

別

委

員

.#
に

て

は

進 

行
甚
だ
遲
か
る
べ
し
。
若
し
法
案
が
特
別
委
員
會
r

附 

せ
ら
れ
ん
か
そ
の
下
院
の
通
過
を
見
る
ゆ
二
三
年
の
後 

一
な
ら
次
る
：ベ
か
ら
尹
。
政
府
は
同
期
議
會
に
於
て
こ
れ 

’

が
通
過
を
望
,»
.

る
を
以
.

て
到
底
特
別
委
員
#
に
附
す
る 

の
議
に
同
意
す
.̂

こ
と
能
は
.

す
と
述
べ̂

6

。
次
に
議

131

院
は
法
案
を
ば
.

二
の
部
分
に
分
.

つ
.て
摸
病
癒
疾
保
險
及
■ 

失
業
保
險
と
な
し
後
者
を
ば
大
委
員
會
に
附
す
べ
き
..旨
- 

の
諭
達
を
全
院
委
員
會
ic
IR
J

つV

發
せ
ん
と
の
動
議
.

あ
.

， 

ろ
し
名
右
の
ニ
部
分
は
相
瓦
の
關
係
甚
だ
密
接
に
し
て
一 

互
に
®

#

M

3f
£

Q

關
係
を
有
す
る
を
以y

之
舣
分
割
の
一 

提

I

蛾
は
實
行
す
る
，
こ

と

能

»

ざ
る
？
の
-な
ろ
と
政
府
の 

杧

め

に

辯

す

る

名

の

あ

，
リ
し
を
以
て
乙
の
.動

議

は

百

六 

十

五

.票
に
對
す
る
一
：

一

百

五

十

四

票
^

以
て
否
決
せ
ら
れ 

杧
6

,そ
の
以
前
、
.

第
二
讀
會
の
討
論
.の
際
に
疾
病
癒 

疾
保
險
に
就
て
は
議
を
進
め
失
業
保
險U

來
期
議
會

u

 

延
期
す
べ
し
と
の
意
見
あ
6

。
そ
の
理
由
と
す
る
所
は一 

.

か
く
の
如
き
非
常U

群
細
に
亘
る
法
案
を
委
員
會
に
附 

し

V
.

充
分
に
.

討
議
す
.

る
の
赌
間
な
し
と

S
.

分
に
あ
6

.

し

\

 

'

が
、

.政
府
が
之
を
採
用
せ̂

^

し
そ
•

の
理
由
は
如
何
、

\

 

宮
庭
法
官

(
s
o
l
i

-ni
t
o
r

cro
.
e
n
e
r
a
l
)

サ
i

ヽ
ジ
.■

ヨ
ン
、
シ
モ
.

\

 

ン
氏
は
ダ
ラ
' 

丨
ク
氏
の
著
書
に
寄
せ
fc

る
序
文
に
於
て 

之
を
»

明
し
*

み
。
M

く
、

失
業
保
險
と
疾
病
保
險
と

\

な
る
だ
け
同
赌
に
行
は

4

次
る
.

ベ
か
ら
す
i

s

ふ
實
際
の
：便

M

上
の
•理

由
W
 

i

 

.失

業

者'S

職

業

に

堪

へ

得

る

乙

.
と

は

失

業

手

當 

を
受
る
に
必
要
な
る
條
件
な
4

0
他
方
に
於
て
人
が 

職
に
堪
へ
#

^

る
乙
i

は
疾
病
手
當
を
受
石
に
必
要 

な
る
條
件
な
6

。
若
し
第
.

1
1

謂
會
に
於
て
要
求
5

れ 

杧
る
舣
如
く
疾
病
保
險
於
失
業
保
險
に
先
ん
’乜
ズ
實 

施
せ
ら
石
と
せ
ば
純
經
濟
翁
理
由
ょ
6

生
匕
t

る
失 

業
者
は
動
名
す
れ
.ば
自
ら
病
氣
な
稱
せ
ん
と
す 

石
の
恐
あ
6

0

名
し
第
三
讃
會
に
於V

唱
へ
ら
れ̂
 

Z

が
如
く
疾
病
保
險
.

に
先
ん
1̂

て
失
業
保
險
を
實
施 

.

す
と
せ
ば
不
健
康
に
ょ
3

V

失
業
せ
る
％
の
は
自
ら 

健
康
な
'

稱
す
る
を
不
利
な
6

と
考
へ
む
。
本
法 

案
の
ニ
.

部
分
は
相
共
に
.

峙

を

间

匕

.ぅ

し

て

行

は

る

ベ 

き
名
の
に
し
て
第
二
の
部
分
は
僅
少
な
る
部
類
の
職 

業
に
適
用
あ
る
に
過
ぎ
次
る
对
眞
な
み
と
は
云
へ
、

.

.

そ
の
受
く
る：

手
當
に
差
等
あ
.

石
幾
多
の
狀
態
の
間U

 

豫
め
區
別
を
劃
す
る
乙
と
«

望
4

し
逢̂

左
^

6

、
.

雜

錄

七-
置

：
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w 

議
案
の
分
割
附
議

.

1

九

J
1
1

年
の
議
會
は
八
月I

一
十1

1

日

ょ

-
^
十
月
一
一 

十
四
日
ま
で
の
趣
長
に
ょ
6

てI
1

つ
の
部
分
に
分
*
れ 

把
6

。
而
し
て
會
期
の
前
半
に
於
て
は
政
麻
は
議
案
を 

全
院
委
員
會
に
附
せ
ん
こ
と
に
腐
心
し
案
は
會
期
延
長 

の
當
脖
十
三
日
間
委
員
會
の
手
に
あ
6

き
。
然
る
に
十 

月
に
至
6

-C

再
議
に
附
せ
ら
.

る

、
際

し

て

は

政

府

は

こ 

の

計

書

ー

を

す

て

失

業

保

險

案

を

ば

大

委

員

會

に

送

ら

ひ 

.こ

と

を

要

求

せ

し

$

疫
病
保
險
案
欧
依
然
.と
し
て
全
院 

委
員
會
に
於
て
せ
ん
と
し
之
舣
完
成
に
向
つ
て
十
六
日 

を
割
き
以
て
分
割
附
議
の
方
法
に
，H

て
强
ひ
て

:̂法 

案
を
通
過
せ
し
め
む
と
せ
6

0

か
く
て
政
府
は
幾
多
の 

絛

現

.を

數

群

に

分

，ち

各

の

群

を

附

議

す

ベ

き

胁

を

割

し 

杧
る
.

一
の
表
を
作
6

以
て
委
員
會
の
替
成
を
得
ん
と
期 

し
杧
6

し
财
そ
の
多
く
は
討
議
せ
ら
れ
次
6

き
。
是
等 

■の
政
府
提
出
に
係
る
幾
多
の
修
疋
を
含
め
る
條
項
は
單 

に一
.

讀
し
去
ら
れ
叉
は
審
議
評
論
を
用
ひ
ず
し
<

賛
«

 

を
得
*

6

し
舣
：議
員
の
提
5

3

に
係
ふ
修
正
呔
全
く
度
外

.七1T

六

視
せ
ら
れ
*

6

。

報

告

會

に

於

て

は

.新

な

る

條

項

及

び

E

に
多
く
の
修
iH

政
府
ょ
6

提
出
せ
ら
れ
*

る
於
lt
f

c

-1

合
に
於
て
S

右
と
同
#

の
方
法
に
出
で
杞
6

。
.
報

告

會

は
勿
論
報
告
者
を
議
長
と
し
て
院
内
に
開&

れ
之
に
五

日
を
要
し
杧
る
好
政
府
案
に
從
つ
て
疾
病
廢
疾
保
險
に

關
す
る
凡
て
の
尉
論
は
十

1

月
三
十
日
に
終
結
す
る
事

と
な
せ
6

。
當
日
の
會
議
に
於
て
四
百
七
十
の
修
正
は

一
騰
間
半
の
間
に
處
理
し
終
ら
れ
允
A

ノ
。
ョ
ー
ク
シ
ャ

丨
、.
ボ
ス
ト
.

の.
議
會
通
信
員
は
そ
の
經
M -
を
述
べ
て
日 

く

、辟
旣
に
七
辟
を
過
る
t

i

三
十
分
に
し
て
議
長
は
第 

1

部
に
於
け
る
條
項
に
對
し
て
藏
相
の
提
出
せ
る
凡 

て
の
修
正
案
'5
::

議
に
附
せ
ん
と
せ
4

0
反
對
意
見
を 

有
す
る
議
員
は
政
府
黨
員
の
_

笑
の
間
に
_

場
を
.去 

4

し
奴
政
府
黨
員
の
大
部
分
名
亦
程
な
く
彼
等
の
後 

を
追
ひ
、
Jt
4

6

て
議
長
の
修
IE

案
を
朗
讀
し
可
決 

と
宣
す
る
を
聽
き
居
み
者
甚
だ
少
な
於
.
6

き
.。
こ
の 

單
調
な
る
仕
事
を
續
く 
I

こ
と
四
十
分
に
し
て
議
長

.
-
t

は

席

を

去

ゲ

そ

.の

代

&

.

^

.

る
ホ
ワ
ィ
.ト
レ一

氏
に
之 

を
譲
れ
6

。
か
く
しV

靜
肅
に
一
峙
間
を
經
過
せ
る 

後
突
然
障
碍
は
出
で
來
れ
6

0

勞
働
黨
は
保
養
費
に 

對
す
る
國
家
の
補
助
金
は
何
れ̂

P
1

九

M

年
の
國 

.

勢
調
蜜
の
際
に
於
け
る
人
ロ
數
に
比
例
し
て
英
藤
、
 

蘇
蘭
、
齋
蘭
及
ゥ
尤
I

ル

ス

の

間

に

：配

赋

せ

ら

る

べ 

き
'旨
を
規
定
せ
る
第
六
十
條
に
對
す
る
追
加
規
定
に 

關
し
ズ
替
否
の
決
を
採
ら
む
こ
と
を
要
求
せ
6

、
修 

茈
案
伫
替
成
す
石
名
の
百
二
十
、
反
對
す
る
爷
の
四 

十
七
に
し
<

政
府
は
七
十
三
の
多
數
ヶ
得̂

6

。
九 

塒
五
分
、
ギ

5
^

チ

，\
の

作

用

は

終

結

せ

6

、
f

し 

V

下
院
は
央
業
保
i

に

關

す

る

第

；一
一
の
部
分
の
審 

議
1C

進
め
、
6

、
と
。

法
案
は
五
月
四
日
に
提
出
せ
ら
れ
^
る
そ
の
當
脖
に 

ぁ
ろ
-c

.プ
f

ル
ス
カ
.

ツ

フ

七

十

八

頁

に

亘

ろ

し

か

、
、
全 

院
©

員
會
及
大
委
員
龠
に
於
<

百

1
1

十

®

頁

に

擴

大

せ 

ら
れ
、
而
し
て
旣
に
述
ベ
女
る
如
く
、
猶
そ
の
上
に
大 

18
8
#

員
#

に
<
极
へ
る

法
案
の
部
分
名

全
院
委
員
#

に
附

雜
.

0

,

せ
ら
れ
杧
る
部
分
名
共
に
發
表
せ
ら
れ
fc

る
.報

告

會

の 

席
上
に
於
て
幾
多
の
條
：砠
は
1:

に
追
加
せ
ら
れ
杧
6

。

か
く
の
如
き
手
段
に
よ
ろV

.

立

法(
立
法
と
云
ふ
名 

そ
は
下
院
及
上
院
に
よ
る
立
法
に
あ
ら
ず
し
て
實
に
杓 

閣
の
立
法
な
6

)

に
反
對
せ
る
を
の
態
度
は
十一
月
三 

十
日
の
會
議
の
記
_

に
示
さ
れ
セ
ら
。宮
廷
法
官
サ
ー
， 

ジ
ョ
ン*

シ
モ
ン
は
グ
ラ
I

グ
氏
著『

保
險
法
提
要』

の 

序
文
中
に
こ
の
反
對
P

態
度
を
記
し
て
日
く
、

.

愼
重
な
る
説
明
を
必
要
と
す
る
特
別
の
理
由
あ
6

C

 

議
會
の
法
律
の
多
く
«
多
數
人
民
の
日
常
生
活
と
密 

接
な
る
關
係
を
有
す
.

る
名
の
す
ら
猶
且
そ
.

の
.詳
細
の 

規
定
ど
疋
確
に
知
ら
す
し
て
名
常
識
を
以
て
.

論
1̂

得 

ら
る
べ
く
又
現
に
論
せ
ら
れ
つ
、
あ
ろ
。
翁
へ
ば
勞 

働
者
賠
償
法
及
養
老
年
金
法
に
關
しV

.

嘗

て

そ

の

，
規 

.

定
條
現
を
研
.

究
し
把
る
乙
と
71

き
人
々
，す

ら

立

派

な 

る
演
說
を
.

な
し
來
れ
6

"

さ
れ
ど
國
民
保
險
法
は
之
. 

於
研
究
に
非
常
の
蹄
問
と
烦
勞
と
を
#

さ
ず
しy

は 

之
に
關
す
石
1

あ
る
意
見
を
發
表
ず
る
こ
之
能
は

七

I
T,

七



一
.. 

，
 

•

I!

1ル

m

3/Vm

さ
る
は
.

明
«：
る
眞
理̂

C
N:

.

,
.
，
國

民

保

險

法

に

關 

し
て
最
名
廣
く
.

纖
6

返
3

れ
杧
る
批
|?

は
±

を

法

律 

-

と
す
る
前
に
之
於
審
議
に
今
一
廢
多
く
の
媸
問
I:
.存 

甘̂

る

べ

か

ら

岁

と

い

ふ

に

あ

，
り
き

0

事
實
の
®
よ 

6

見
る
に

M

の
法
律
に
し
て
か
く
名
多
大
の
婶
問 

を
討
議
に
要
し
か
く
名
廣
き
範
阓
に
亘
つ
て
論
せ
ら 

れ
把
.

る
名
の
少
し
0

實
際
必
要
な
る
改
正
の
な
す
べ 

■

き
名
の
多
々
存
せ
む
。
吾
人
は
旣
に
養
老
年
金
法
を 

.

改
正
し
把
6

。
而
し
て
猶
今
後
名
を
の
必
要
$>

ら
む
0
 

國
民
保
險
法
名
.

其
缺
點
の
知
ら
る
、
と
共
に
改
JE

を 

見
る
べ
き
は
必
然
な
6

。
さ
れ
ど
何
れ
の
邊
に
於
て 

靴
摺
れ
す
み
や
を
知
る
は
先
づ
之
を
履
き
試
み
ん
i

 

決
心
せ
し
後
な
ら
5'
'

る
べ
か
ら
少
、
と
0
 

反
*
黨
の
態
度
の
變
化 

讀
者
の
記
憶
に
名
存
せ
む
が
如
く
第
一
、
第
ニ
讃
會 

に
於
て
は
法
案
に
對
し
.

て
何
等
の
反
對
論
名
見
次
6

き 

然
る
に
箅
三
讀
會
に
於
て
エ
ッ
チ
•
ダ
ブ
リ
ユ
i

フ
ォ 

1

ス
タ
.

丨
反
は
絞
一
.

黨
の
.

反

對

に

賛

成

し

て

同

法

案

の

.

七
1
I
A

歷
it

に「

理
由
あ̂
.

修
JH
-

J

'i

し
て
.

知
ら
れ
^
る
意
見
を 

發
表
せ
6

。

m

く
、

隱
民
保
險
の
目
的
を
承
認
す
る
i

す
る
g

本
院
の
#

 

•見
と
し
て
は
法
案
の
第
一
の
部
分
に
於
て
は
公
の
基 

金
？
個
人
の
掛
金
名
共
1C

之
と
最
名
密
接
の
關
係
あ 

る
人
々
に
と
つ
て
最̂

p

利
益
の
大
な
る
方
法
に
於
て 

使
用
す
る
こ
と
能
は
岁
。
法
案
は
本
院
に
於
て
？
究 

分
に
論
議
せ
ら
n-

岁
、
國
民
に
向
つ
て
名
.

充
分
に
%

 

明
せ
ら
れ
梦
、
叉
現
在
.

Q

形
式
に
於
て
は
實
行
す
.る
. 

3

不
公
平
な
る
を
以
て
第
一
部
：を
ば
次
期
の
議
會
に 

附
す
と
し
て
猶
之
於
審
議
を
可
能
な
ら
し
む
る
の 

手

段

を

採

-
^
そ

の

間

に

規

則

草

案

を

發

表

す

べ

し

、

I

C

O

.

こ
の1

議

は1
if

を

難

破

せ

」

fe
*

-

C

N

J
 

. 

(
w
r
e
c
k
i
n
g

 

m
o
t
i
o
n
)

 

I

J

言

は

れte
:

6

0
フ
ォI

ス

タ

ー

氏

に

足

へ

^

之
は
政
府%
同
意
す
る
ぢ
そ
の
聲
望
を
傷
く
る
こ
i
 

な
き
要
求
！

若
し
容
れ
ら
る
れ
ば
法
案
に
大
改
-
M
 

.

を
*

^K

べ
き
要
求
な
6

:
き
0
,
:
.
' .反
對
黨
は
國
民
保

險
の
原
M

は
之
を
承
認
せ
6

。
同
法
案
の
大
な
る
價 

値
は
也
が
救
濟
的
手
段
と
し
て
な
3

む
と
す
る
所
の 

名
.

の
に
あ
ら
ず
し
て
却
て
、
若
し
提
出
せ
ら
れ
ず
ん 

ば
逢
着
す
る
こ
と
な
£

る
ぺ
き
問
題
に
。
逢
着
せ
し 

む

る

の

一

事

に

あ

'
^
。

プ
ォ
I

ス
タ
ー
.

氏

U

對
す
る
藏
相
の
答
辯
の
中
に
於 

<

最
3

重
要
な
る
部
分
は
委
員
會
及
報
告
會
に
於
て
法 

案
を
可
決
し
把
る
そ
の
方
法
の
辯
議
な
6

き
。
反
®-

議 

員
の
ギ
VI

ッ
チ
ン
の
使
用
^
々
の
言
に

言
及
し
,'辯
匕 

<
日

く

、

若
し
法
案
を
普
通
の
方
法
に
ょ
み
て
論
す
.る
と
せ
ば 

一
ヶ
年
內
に
處
理
し
終
る
t

と

能

は

^

る

は

賭

易

き 

の
理̂

0
。

ギ
ロ
ッ
チ
ン
に
か
妨
て
決
議
せ
る
以
前
0

.
 

禅
行
の
速
度
に
て
は
此
の
秋
の
龠
期
の
み
な
ら
ず
來 

年
度
の
#

期
の
全
部
に
亘
6

し
な
る
べ
し
6

吾
人
は 

ゼ；：

ッ
チ
ソ
，
を

使

用

せ

6

0

而̂

p

予
輩
は
全
法
案
中
の 

重
翦
讲
項
に
し
<

討
論
に
.

附
甘
ら
れ
次
6

し
名
の
一 

名
存
す
る
た
と
な
き
を
云
は
む
と
欲
す
。
重
要
辦
項

雜

錄

と
は
何
を
が
意
味
せ
る
、
日
く
強
制
の
性
質
-

-

-

-

-之

は
ギ

&

ッ
チ.
.

ン
を
用
ひ
す
し
て
討
論
サ
ノ
ろ
。
日
く
包
含 

せ
ら
る
べ
き
諸
階
級——

を
れ
名
討
論
せ
6

。
日
く 

保
險
料——

之
は
三
同
？

P

討
論
せ
6

。
日
く
財
政
丨 

丨
吾
人
は
之
を
三
日
に一

旦
つ
て
ft

議
せ
も
。
機
關
名 

論
匕̂

ら
。
®
許
組
合
名
郵
便
局
納
入
者
S

論
せ
ら 

れ
杧
6

。而
名
そ
の
：論
せ
ら
る
、
に
當
て
や
ギ 

>

 

ッ
チ 

、
\

は
十
脖
半
に
落
.

ち̂

れ
ど
$

尉
議
は
八
槠
ょ
6

九 

赌
頃
に
亘
れ
.

り
。
醫
師
名
論
せ
ら
れ
把
6

、
全
く
ギ 

ロ
ッ
チ
,

ノ
の
下
に
來
ら
す
。諸
君
に
し
て
法
案
を
ー
覽 

せ
ば
重
要
問
題「

に
し
て
討
議
に
附
せ
ら
れ
次
6

し
？ 

の
一
名
な
か
纟
し
事
を
發
兄
せ
む
。
吾
人
は
十
八
章 

を
ギ
：1
ッ
チ
ン
に
於
け
て
.

通
過
せ
し
め̂

6

/

-

稱
せ
. 

ら
れ̂

れ
ど
名
試
み
に
そ
れ
等
の
章
を■

一
 

覽
す
る
に 

.

そ
の
中
嘗
て
論
せ
ら
れ
^
る
こ
と
な
き
ぢ
の
一
名
存 

す
る
な
く
、
叉
そ
の
中
に
新
な
る
原
則
の
含
ま
れ
允 

る
名
の 

一̂

?
>ぁ

る
な
し
。
故
に
予
は
敢
V

M

s
tt
o

i

欲
す
、若
し
諸
君
に
し
<

强

<
ギ

a

ッ•チ
シ
の
跡
を
尋

4
M
1

丸

.
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雜

錄

ね

ら

る

、
に

於

て

は

本

案

の

下

に

於

て

よ

6

名

j

#' 

公
平
に
用
ひ
ら
れ̂

る
S

の
嘗
て
な
か
ろ
-し
を
知
ら 

む
、

i

o

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
案
は
採
決
の
結
果
二
百
二
十
三
票
に
對
一 

す
る
三
百

1

1

十
禦
を
以
て

否
決
せ
ら
れ
尋
で
同
案
の
筹

I

 

一一lir
.

會
を
開
く
べ
し
と
の
動
議
あ
6

-

、
之
於
採
決
に
先

j

 

つ
て
幾
多
の
反
對
議
員
及
勞
働
黨
員
ば
議
場
を
去
ろ
前 

の
採
決
に
當
て
授
票
せ
る
：；

p

の
:*

百
四
十
三
人
な
6

し

I
.

 

に
次
の
.

: #
®

に

就
て

授
禀
せ
る
ゼ
の
三
百
四
十
五
人
の
一
 

み
i

な
れ
6

0

卽
ち
替
成
三
百
ニ
十
四
票
に
し
て
反
對 

ニ.
十

f

票
な
6

。
士

一

月
十

j

日
上
院
に
於
て
第
ご
讃 

會
開
か
れ
十
ニ
！

n：

十
四
a

唯
一
日
の
み
委
員
會
1C

費

さ

I

 

れ
*

6

0

 

.第
三
讀
會
は
十
二
月
十
五I

S

に
開
か
れ
、
.

五
.
.
一
 

H

四
日
以
來
議
會
に
あ
.o

し
保
險
法
案
は
十
二
月
十
六 

日
始
あ
て
白
拓
帝
の
裁
可
を
»

^

/

ジ
。
 

I

三
、
&.
#

及
'̂
*

疾
に
對
す
^
保
險 

• 

.

.
，
新

設

運

用

機

關

七
s
o 
.

保
險
法
案
に
は
之%

邀
用
に
任
す
ベ
き
機
關
に
宵
及 

す
る

こ
と
揣
だ
多
き
を
以
て
そ
の
詳
細
の
規
定
を
^

說 

す
る
に
先
ち
て
之
を
運
用
す
る̂

め
に
新
設
^
れ
杧
る 

諸
機
關
を
述
ぶ
る
を
便
な
6

と
す
。
同
法
は
ホ
ワ
ィ
ト 

ホ
！
ル
に
於
け
る
國
庫
、
地
方
局
、
商
務
院
及
び
郵
便 

局
に
新
な
る
幾
多
の
事
務
を
加
へ
*

る
？
の
に
し
て
叉 

九
個
の
紅
機
關
を
設
け̂

ろ
。
そ
の
中
ニ
個
は
中
央
に 

屬
す
る
名
の
'
に
し
て
他
の
多
く
は
地
方
に
_

す
0

卽
ち 

(
一
)

豸
1

、
ゥ
工
ー
ル
ス
、
■
«

、
®
蘭
の
保
險 

委
員
會
。
國
庫
の
任
侖
に
係
6

大
な
る
委
任
«
を 

.

有
す
。

.

(

ニ)

.

保
險
委
員
の
Ji

八
ロ
委
員
#
。
右
の
四
個
の
保 

險
委
員
會
を
代
表
し
合
衆
王
國
の
四
骶
分
問
に
於 

w

z

f}
^

を
な
"

の̂
^

を
*

^

'

(

三)
各
委
員
#

に
對
す
る
顧
.

間
香
員
會
、
及
び
切 

規
铕
定
1C

拙
言
又
は
»
力
す
る
爲
め
に
各
委
員
會 

.

•

よ
6

任
#

せ
.

ら
れ
允
る
委
員
會
0

.

之
は
企
業
家
組
. 

.

合
、
：共

合

'

及
び̂

=

^

^

合
普
醫
師
組
合
を
.

代
表
し
そ
の
中
に
ニ
人
の
婦
人
を
列
せ
し
む
。

(

四

)

認
許
組
合
。
•法
律
の
下
に
發
記
せ
ら
れ
又
は 

!

設
立
甘
ら
れ
fc

る
組
合
、
又
»
登
錄
せ
ら
れ
次
れ
一 

ど
8

法
律
の
下
に
保
險
を
實
行
す
る
に
就
き
法
律
一 

上
必
要
な
.
o

i

せ
ら
れ
*

る
如
き
®

货
の
定
款
を 

有
す̂

組
合
を
意
味
す
る̂
^

の
に
し
て
凡
<

の

答

| 

意
の
共
濟
ff
l

A

ロ
、
集
金
組
八
ロ
、
勞
働
組
合
及
夏
主 

.

の
豫
備
基
金
等
以
認
許
組
合
と
し
て
該
許
書
中
に
一
 

加
へ
ら
.

る
。
伹
營
利
の
杧
め
に
經
營
せ
ら
る
、
名 

.

の
は
認
許
せ
ら
れ
岁
。
組
侖
員
に
事
務
の
絕
對
的 

管
理
を
な
さ
し
め
名
擧
組
合
員
を
し
て
之U

與

ら

一 

し
：：

§
次

る

の

規

定

を

存

せ

次

る

？

の

亦

然

6

。

是

i 

等

の

，認

許

組

合

は

そ

の

組

合

員

^

る
被
保
險
者
の

j 

女
め
に
疾
病
癥
疾
及
分
媿
手
當
を
取
扱
ふ
。
組
合 

於
乙
の
'

許
畫
中
に
加
へ
ら
れ
ん
爲
に
は(

ィ)

役

員

I
.

 

よ
6

%
德
行
爲
を
な
さ》

る
の
保
證
を
な
し(

TJ)

 

保
險
法
の
下
に
於
け
み
It

算

を

己

の

な

せ

る 

37

事
業
に
關
す
る
他
の
計
算
と
全
く
別
に
し(

,

)

そ

雜

0

の

資

產

負

説-̂
ば

锦

三

筇

叉

は

保

險

垂

員

の

命

ず 

る
®

に
評
價
す
る
乙
i

、
を
耍
す
。

.

•

(

五

)

.

食
員
五
千
以
下
の
小
認
許
組
令
の
聯
合
會
。

小
組
合
の
財
政
的
基
礎
を
確
字
セ
ら
し
o

る
が
爲 

に
作
れ
る
名
の
。

.

(

六

)

.

.

.

蘇
蘭
及
愛
蘭

S

市

會

(
.一

般

ょ

.り

選

擧

せ

ら 

.

.

れ
‘

而
し
て
市
政
施
行
の
義
務
あ
る
_

體)

.
は
認
許 

_紐
合
と
見
做
さ
れ
認
許
組
合
の
會
員
北
ら
ぎ
る
市 

.

內
在
住
の
被
傭
者
を
取
扱
ふ
。

.

(

七)

保
險
委
員
會
。
各
選
擧
區
及
各
市
選
擧
區
に 

.

於
て
組
織
せ
•ら
れ
保
養
手
當
及
び
分
媿
手
當
を
取
一 

极
ひ
叉
加
人
者
が
郵
便
局
を
通
ヒ
.

て
.甸

週

の

掛

金 

を
な
す
場
合
に
凡
て
の
手
當
金
の
取
扱
を
な
す
3

 

の
と
す
。
此
等
の
委
員
會
は
保
養
手
當
を
受
ベ
ベ
. 

き
資
格
*
る
人
々
に
對
し
で
院
内
の
又
は
を
の
他 

の
待
遇
を
な
す
の
權
あ
6

0

一..
般
於
衆
.

の
^

康

に
 

關
す
る
事
項
に
就
て
.報
告
ゲ
發
表
し
施
德
の
管
理

,

U

關
す
る
凡
<

の
.

1
,

般
問
題
に
就
<
地
方
醫
師
委

七m



0

 

0

 

13
覓
に
相
談
す
る
の
權
私6
6

(

八

)

地

方

傲

險

委

員

。
保

險

娄

員

會

を

設

定

^

る 

都
市
忑
6

名
人
ロ
數
の
少
き
都
#
地
卽
ち
小
な
る

選
擧
區
及
び
府
會
地
區
に
於
て
そ
の
事
務
に
當
る 

R
P

の
な
-0。 

:

(

九

)

地
方
醫
師
委
員
會
。
當
該
地
方
の
！I

師
を
代 

表
す
る
？
の
、
施
療
に
關
す
る
凡
て
の
問
题
に
就 

-C

保
險
委
員
會
に
助
言
を
與
へ
叉
保
險
委

員

の

 ̂

^

せ
る
€

の
權
カ
を
行
使
す
る
の
職
分
を
育
す
。

包
合
せ
ら
れ̂

る
諸
階
級.

疾
病
及
び
癒
疾
保
險
の
被
保
險
者
は
槪
し
て
言
へ
v

a
 

(

一〕

英
人̂

る
ふ
外
國
人
*

る
と
、
男
^

る
と
女
*
る 

J

C

叉
は
a

婚
莕
把
る
と
未
娘
者̂

る
と
を
問
は
少
、
 

苟
名
年
齡
十
六
谶
乃
至
六
十
五
歳
の
，

p

の
に
し
r

.勤
务 

叉
は
徒
弟
の
契
約

(

ロ
約
把
る
と
文
書
记
る
と
、
又
は 

明
言
せ
る
と
否
と
に
拘
ら
岁)

の
下
に
肉
體
的
勞
働
に 

從
事
す
，る
者
は
そ
の
收
入
の
如
郇
に
關
係
な
き
名
の
と 

す

(

ニ)

肉
體
的
勞
働
以
外
の
事
務
を
取
る7； p

の
に
し

七
i

て
年
收
入
百
六
十
磅
を
超
え
次
る
？
の
及
び
屋
外
勞
動

者

馬

車

の

馭

者

叉

は

タ

キ
'V

自
動
車
の
運
轉
手
す

ン

f

—

此

&

中

1
4

含
ま
る
、

.

夏
主
の
營
業
？

め
に

|

勞
働
す
る
勞
#

者
或
は
營
利
叉
は
休
養
の
目
的
の
^
め

\

に
存
す
る
凡
て
の
偶
辟
的
勞
働
に
從
事
す
る
名
の
亦
然 

6

0

 

■

I

猶
一
層
«

&

な
る
除
外
者
を
擧
ぐ
れ
ば(

j 

ノ
王
室
又 

\

は
宫
廳
の
事
務
或
は
を
の
他
乃
職
業
に
し
て
を
の
勤
務

‘
 

\

の
條
件
が
疾
病
叉
は
廢
疾
の
際
，に
保
險
法に
於
け
る
,0 

.

當
手
當
ょ
6

名
大
體
に
於
て
不
利
益
な
ら
次
る
肸
蒂
を 

保
證
せ
る
名
の
、

(

ニ)

半
ば
夏
傭
關
曹
t

代
理
、 

I

主
と
し
て
他
の
職
業
に
從
屬
せ
る
男
女
、(

三

)

農 

民
の
子
に
しV

父
の
所
有
地
に
て
曹
父
の
扶
養
を
受 

|

る
名
の
、
{

S

漁
船
乘
組
員
に
し
て
持
分
に
ょ
6

て̂

 

酬
を
受
る
名
の
、

(

五

)

妻
に
し
て
夫
に
傭
は
る
、
ぢ
の 

及
び
夫
に
し
て
妻
に
傭
は
る
、
名
の
、
及
び(

六

)

そ
つ 

0

質
上
主
把
る
生
1

の

手

段

と

な

ら

.
步

通

常

副

業

と

し

一
丸一

一
年
に
於
け
る
合
衆
王
國
の
人
ロ
は
四
千
五
.
 

1

1

1

十
六
寓
八
千
六
百
七
.十
五
人
に
し
て
保
險
法
實
«

の
第一

年

(
1

九
.

一
ニ
丨
ニ
九
.

一
三)

に
於
て
如
入
の 

義
務
あ
み
被
傭
者
と
し
<.
示
さ
れ

fc
る
.階
級
中
に
入
6

 

來
る
男
女
の
靑
年
は
其
の
數
千
三
百
八
萬
九
千
人
と
計 

上
せ
ら
れ
任
意
加
入
者
の
數S

八
十
ニ
萬
九
千
人
と
算 

せ
ら
る
。
任
意
加
入
者
杞
る
べ
き
名
の
は
常
業
を
有
し 

虫
と
し
<

之
ょ
6

生
ず
る
收
益
に
依
賴
し
而
し
て
凡
、
<

の
源
泉
上
6

生
ず
る
收
入
、

S

百
六
十
綠
を
超
ゆ
べ
か
ら

\

 

ず
。
現
行
の
財
政
法
の
下
に
於
て
は
百
六
十
勝
以
下
の 

收

人

は

所

得

税

^

課

せ

ら

れ

ず
。
而
し
て
保
險
法
の
基

|

 

礎
^
る
原
則
は
手
當
に
就
て
は
所
得
稅
支
挪
者
を
除
外 

せ
6

0

-

任
意
加
入
者
及
び
强
制
加
入
者
の
兩
者
に
*
し
て
保
一 

險
加
入
の
方
法
ニ
つ
ぁ
6

。
卽

(

一)

認
許
組
合
の
組
合

j 

員

と

な

る

こ

と

を

得

べ

く

(

ニ)

積
立

加
入
者
と
な
る
こ 

と
を
得

べ

し
。
組

合

は

そ
の
現
行
の
.規
定
に
從
て
入
會 

39

希̂

者̂

入
會
を
許
可
‘

し
又
«

之

を

枢

否

す

る

の

：裁

量

雜
.

錄
.

を

有

す̂

ど
名
.

何
人
名
.

年
齡
を
理
*■
'

と
し

V

加
入
を
.

推
.

否
せ
ら
る
、
事
な
し
。
何
人
名
一
つ
以
上
の
認
許
組<

ロ 

の

會

員

杧

る

事

を

得

^

。
積

立

加

入

者

は

郵

便

局

を

通 

b

て
支
挪
を
な
す
。
而
し
て
其
引
き
出
し
得
る
金
額
は 

自
己
の
納
入
せ
る
|1
§ 1

に
加
ふ
る
に
阈
家 
'が
1

の

杧 

.

め
に
支
出
せ
る
掛
金
を
以
<

し
允
る
ぢ
の
を
a

過
す
る 

こ
と
を
得
卞
。
}

と
度
そ
の
貸
方
'

に
あ
6

し
金
額
を
盡 

く
引
き
出
し̂

る
と
ぎ
は
再
ぴ
«
龙
に
記
入
額
の
生
岁 

る

ま

^

は

手

當

を

受

く

る

匕

と

能

は

5'
'

る
名
の
と
す
。

保
險
貅
率
'

特
別
の
場
合
を
除
く
の
外
は
被
傭
加
入
者
の
保
險
料
/ 

は
男
子
は
ー
週
七
片
、
女
子
は
六
片
な
6

。
此
の
^
に 

て
傭
者
は
一
週i

l
l

片
を
支
拂
ふ
を
以
て
結
局
被
傭
者
の 

掛
金
は
男
子
は1

週
四
片
、
女
子
は
三
片
な
6

。
勞
銀 

於
一
，
日

ニ

志

六

片

を

逝

え

^

.

る
と
き
は
之
れ
6

ぢ
低
率 

な
る
料
率
あ
6

。
體
性
、
年
齡
及
勞
銀
に
ょ
6

て
料
率 

■

を
示
せ
ば
次
の
.

如
し
、
 

-

' 

ニ

- 

、
.- 

• 

'

,
-:
:

七
囊
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廿
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一
 

g

-

l

系

_
Hi

m
m

愛
膝
に
あ
ろ
て
は
多
く
のH

業
に
於
け
る
勞
餓s

常
に 

英
#

及
蘇
蘭
に
於
け
る
よ
6

1

名
低
か
6

し
を
以
て
之 
一V 

對
し
て
は
特
別
の
料
率
あ
6

。
卽
ち
男
子
の
褂
金
は
1L 

片
半
に
し
て
女
子
は
四
片
半
、
而
し
て
男
女
雙
方
に
#

 

し
て
履
主
の
負
檐
額
は
ニ
片
半
に
し
て
男
子
勞
働
者
d

 

1

週
三
片
、
女
子
は〗

1

片
を
負
擔
す
る
S

の
i

す
。

.

.

.

■保
險
料
金
の
徵
收
.

；

.

.

，

,
.

',パ
，

'
:.■
:
:
-
'
' 

■

.
:-
V

:'
-

:

'.
::
. 

-
:
'

七
玆
四

褂
金
の
.

锨
入
は
五
月
四
日
.

ロ
ィ
ド
*

ジ
ョ

-̂デ
氏
奴 

說
明
せ
る
方
法
に
.

從
て
凡
て
印
紙
を
以
て
す
。
賓
主
は 

勞
働
若
の
掛
金
を̂

^

a

其
勞
龈
中
よ
6

之
’
差
引
く 

の
梆
利
あ
6

と
.

雖

名

若

.
し

自

己

の

褂

金

を

名

そ

の

中

よ
 

6
差
r

5

く
と
き
は
罰
金
を
課
せ
ら
る
。
31
自
己
の
掛
金 

を
怠
る
と
き
は
十
勝
以
7'

の
罰
金
を
課
せ
ら
る
。
掛
金 

は
4

?

週
レ
掛
金
の
ー
年
間
の
平
均
に
よ
6

て
ft

算
せ
ら 

る

。

失

業

.に

際

し

て

掛

金

を

滯

鈉

せ

る

名

の

は

挥

び

就 

職
せ
る
槠
に
於
て
漸
次
に
殘
金
を
支
娜
ふ
こ
と
を
得
。

而
し
て
之
.を
完
鈉
せ
る
滕
は
同
法
中
の
表
に
從
又
手
當 

金
の
壻
率
を
受
く
。
此
の
表
は
平
均一

年
四
囘
以
下
の 

掛
金
懈
怠
は
手
當
金
の
®

額
を
來
3

し
め̂

る
欉
に
編
. 

成
甘
ら
れ
*

6

0

 

‘

次
の
場
合
に
は
滯
鈉
殘
金
は
增
加
せ
岁
、(

ご
職
業 

に
堪
へ
ぎ
.

る
塒
、
但
同
法
の
或
み
規
定
に
よ
6

て
疾
病 

癡
疾
手
當
金
を
受
く
る
£

資
格
を
失
ふ
0
 

(

 

二 

.自
ら
被 

保
險
者
杧
る
婦
人
i

卽
ち
勞
銀
の
杧
め
に
職
に
ぁ
6

 

從
て
分
婉
.

滕
手
當
を
.
.受
く
.

る
，の
.

資
格
あ
る
；5
p
e>
J

_

_

_

_*4

分
娩
前
ニ
週
間
、
分
娩
後
四
週
間
、

(

三

)

凡
て
の
.被

傭 

加
入
者
は
本
法
施
行
開
始
後
十
一一

ヶ
月
、
及

(

四)

結
婚 

前
に
被
保
險
者̂

6

.

し
寡
婦
は
在
婚
期
間
、
此
等
の
婦 

人
は
勞
銀
取
得
者
と
な
る
滕
は
再
ぴ
被
保
險
者
表
に
上 

A

ノ
來
る
。
在
婚
期
間
は
婦
A

於
依
然
勞
銀
取
得
者
^
る 

に

あ

ら

少

ん

ば

普

通

の

，手

當

は

差

±

め
ら
る
。
加
ふ
る 

.

に
勞
銀
取
得
者
に
あ
ら
^
る
旣
婚
婦
人
は
任
意
如
入
者 

把
る
こ
と
を
得
ず
。
然
し
な
於
ら
認
許
組
合
の
會
員
tc 

る
旣
婚
踏
は
勞
銀
の
杧
め
に
勞
働
す
る
乙
と
を
北
0

る 

峙
过
特
別
加
入
者
と
な
り
得
る
の
規
定
あ
ろ
。
此
等
の. 

持
別
加
入
者
は
一
週
三
片
の
低
率
を
支
拂
ひ
單
に
施
療 

及
び
低
率
の
疾
病
癒
疾
手
當
を
受
く
る
の
資
格
あ
る
の 

.

み
。

.

外
國
人
、
軍
人
及
び
船
員 

外
國
人
1C

る
賃
銀
勞
働
者
名
保
險
せ
ら
れ
^
る
べ
於 

ら
梦
、
而
し
て
必
要
な
る
資
格
を
具
備
す
る
名
の
は
任 

意
加
入
者
把
か
を
得
べ
し
。
外
國
人
は
次
の
諸
條
件
の 

下
に
英
國
臣
民
と
し
て
取
扱
は
る
。.

(
1
)

一
九
.

一

一
年

五

月

四

！

n
—

卽
ち
同
法
案
提
出
の
日
.

に
、
認
許 

•
組
合
と
な
る
べ
き
組
合
の一

.

員

し

游

、(

ニ》

外
國 

一
政
府
と
の
間
に
な
せ
る
取
極
.

に
從
本
保
險

w

ff
i

に
轉 

籍
せ
ら
れ
把
る
蹄
、
及(

三)

年
齢
十
六
歳
以
上
な
る
名 

，

十

七

歳

に

達

せ

^

る̂
p

s

o

以
上
三
個
の
條
件
に
當 

•

ら
次
る
外
國
人
は
減
率
せ
ら
れ
杧
る
手
當
金
を
受
る
の 

I

資
格
あ
6

、
而
し
て
乙
の
手
當
金
の
中
に
は
保
險
基
金 

\ 

.に
對
し
て
國
家
财
支
出
す
る
名
の
、
中
よ
6

生
^
る
名 

の
は
毫
名
-

合
ま
ず
。

.

王
國
海
軍
の
軍
人
及
船
員
は
盡
く
加
人
せ
し
む
。
そ 

の
勸
務
期
間
は
低
率
の
掛
金
を
な
す
べ
く
そ
の
滿
期
受 

セ
は
單
に
そ
の
掛
金
を
斟
酌
し
て
分
娩
手
當
を
與
へ
ら 

る
，、
の

み

。
S

れ

ど

一

と

度

海

軍

叉

は

^

軍

を

去

つ

て 

賃
銀
勞
働
者
と
な
る
時
は
以
前
に
官
に
任
匕
允
6

し
赌 

-

と
同
艚
の
有
刺
な
る
條
件
に
<
保
險
を
な
す
乙
と
を
得 

i

な
せ
ろ
。
叉
海
陸
軍
保
險
基
金
な
る
名
の
設
定
せ
ら 

れ
退
役
の
際
に
認
許
組
合
の
會
員
戈
る
.こ
と
能
以
次
る 

似
如
き
健
康
^
態
の
下
に
あ
る
人

1々C

對
し
て
將
別
の
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錄
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、

手
當
金
を
與
夯
、
而
し
.

て
乙
の
.基
金
は
勤
務
地
於
外
鼯 

允
る
i

合
衆
王
國
杧
.る
と
に
論
な
く
一

 

様
に
利
用
せ
ら

商
船
に
對
し
て
は
#

金

は

六

片

.に

低

減

せ

ら

れ

そ

の 

中
麗
主
は
こ
：

it

を
負
擔
し
*
員
は
四
片
を
負
檐
す
。
而 

し
て
そ
の
M
主
於
商
船
法
に
よ

て

搬

員

に

醫

療

給

養 

を
供
す
る
r
*
iを
.強
制
せ
ら
る
\
そ
の
期
間
內
は
*
員 

に
對
し
て
は
疾
病
癒
疲
手
當
を
與
へ
岁
°
此
の
部
分
つ 

規
定
-
-
英

画

の

登

：錄

を

受

け

女

る

.凡

て

の

*

舶

に

適

用
あ
名
部
分
-

-

-

-

-に
關
聯
し
て
*
員
の
國
民
保
險
龃
合

設
立
せ
ら
れ
海
運
業
に
勤
務
せ
る

名
の
は
凡

て

之

に

加
 

入
す
る
の
資
格
あ
6

。.

こ
の
組
合
は
«

主
及
«

員
よ
6

 

の
褂
金
よ
4

し
て
年
金
を
支
娜
办
。

C

の
案
に
よ
ろ
て
• 

保
險
せ
ら
る
べ
含
名
の
は
英
國
の
«

員
の
み
に
限
る
名
，
 

『

外
國
の
*

属
を
し
て
優
先
を
得
し
め
' 
f

む
が
女
め 

に
艄
主
は
內
外
國
の
船
員
の
利
益
と
.な
る
ベ
き
基
金
に 

對
し
て
出
#

を
な̂

^

z

t

得
ぎ
る
ベ
し』

i

チ
H

ッ 

ザ
: *

マ
ネ
1

氏
は
云
'

へ̂
0

含
六

M

s

疾
病
癒
疾
保
險
の
被
保
險
者
は
四
種
の
異
れ
る
手
當 

一

を
受
る
の
資
格
あ
み
、
醫
療
、
疾
病
手
當
、
織
疾
手
當 

j

及
び
分
娩
手
當
是
な
6

。
彼
等
は
灾
保
養
を
請
求
す
る 

j

こ
i

を
得
る
？
之
に
對
す
る
權
利
は
有
せ
ず
。

一
 

'

醫

療

は

保

險

委

員

の

掌

る

所

に

し

て

そ

の

.
職
務
の
一
り 

と
し
て
醫
師
と
種
々
の
取
極
を
な
t

'x

は
被
保
險
者
を 

取
扱
ふ
？
の
i

す
。
被
保
險
者
は
自
已
の
好
む
®
®
を 

選

擇

す
る
こ
と
を
.得
べ
く

醫
師
は
或

る

患

者(

被
保
險 

者

)

を
拒
む
.

乙
と
を
得
べ
しo

保
險
委
員
會
は
本
案
の 

T

に
そ
の
業
を
と
る
.

こ

と

を
.

承
諾
せ
る
醫
師
の
表
を̂

 

6

て
發
表
す
。

醫
師
は
何
人
名

そ
の
名
を
そ

の
表
中

に 

加
へ
し
む
る
.

の
權
刺
を
.

有
す
、
而
し
て
照
會
の
後
に
あ 

ら
岁
ん
ば
そ
の
名
前
を
表
中

よ

6

除

く

こ

と

を
#

す

。

保
險
委
員
會
は
3t

所
得
の
限
度
を
劃
し
て
之
以
上
の
所 

.#

を
.

有
す
る
被
保
險
者
に
.對
し
て
は
自
ら
看
護
治
察
の 

’

樂
備
を
な
す
べ
き
.
t

i

を

請

求

す

る

の

、權

を

有

す

。

.

保
*

(

結
核
性
疾
患
.3
1
财
地
方
«
於
國
庫
の
勰
許

十
六

歲
以

上
ド

夺
ヵ

氏
〕

: 

廿
ー

歲
以

下
.
ぼ

1^
J

$
5

讓
龄

卿

- S r

a
------- -

ご
十

五
歲

以
上

五
十

 

歲
以

下

贈
!

F
)

五
十

&
以

,
手

目
®

掛
、

 

与
李

十
饭

(
金

ヲ
ナ

サ
j

下
\ 

V
，

ル
ト

キ
ノ

六
十

歲
以

上
.

■
!

1

年
齡
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蛉
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1
1
1
55

雄
^
%
^
这
翁
1|

か
+

麴
.冲
4

若
し
疾
病
於
ニ
十
六
週
間
以
上
繼
續
す
る
と
き
は
そ 

れ
以
後
は
如
何
に
長
び
く
と
*も一

週
間
五
志
を
給
せ
ら 

る
。
か
く
疾
病
に
ょ
6

て
勞
働
能
カ
を
失
へ
る
？
の
-は

七
3
七

を
得
て
指
名
す
る
其
他
の
痕
思
に
罹
れ
る
人
に
對
す
る 

手<
n
s—

-

に
關
し
て
は
被
保
險
者
は
地
方
保
險
委
員
會 

よ
6

推
翦
を
受
け
^

る
べ
か

ら
岁
。
か
、
る
推
®

を
受 

け̂

る
$

の
»

必
製
ぁ
る
滕
は
終
生
?1

の
手
當
を
受 

く
。
こ
の
手
當
は
院
內
取
极
杧
る
こ
と
名
あ
る
べ
く
又 

自
宅
取
扱
の
形
式
を
取
る
こ
と
ぢ
ぁ
る
べ
し
。
救
貧
法 

に
よ
る
救
貧
院
を
除
く
の
外
何
れ
の
造
營
物
を
名
.保
養 

手
當
の
お
め
に
使
用
す
る
こ
i

を
得
ベ
し

。『

而

し
て
何 

人
？P

又
何
れ
の
地
方
官
g

こ
の
待
週
を
與
ふ
る
：乙
と
を 

#

れ
ど
爻
:

.

唯

、
造

營

物

及

.人

に

就

<

地
方
局
の
認
許 

を
得
る
こ
と
を
條
件
-V」

す
。』

.

疾
病
癒
疾
手
當
の
支
拂
は
均

1

に
あ
ら
ず
0

被
保
險 

者
の
體
性
及
.

び
年
齡
に
從
て
相
違
ぁ
6

、'
而
し
ズ
若
年 

者
の
場
合
に
は
旣
婚
と
未
辦
と
を6

8
^

す
。
是
等
の
手 

當
A

チ
ョ
ッ
ザ
*

マ
ネ
■

丨
历
の
著
書
よ
6

 

.借
'o

來
れ
る 

次
の
表
に
よ
6

 y

群
細
に
知
ら
る
べ
-

し
。
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男
女
老
若
を
問
は
ず
養
老
¥

金
者
と
同|

の
地
位
に
あ 

る
名
の
な
り
。
さ
れ
ど
永
^
の
勞
働
不
能
手
當
を
受
る 

前
に
ニ
ヶ
年
間
掛
金
を
な
し̂

る
こ
と
を
要
す
0

こ
の 

勞
働
不
能
年
金
は
七
十
歲
に
至
6

 y

已
み
爾
m

#

^

^

 

金
法
の
適
用
を
受
く
。

：

•分
媿
手
當一

現
金
叉
は
實
物
に
て
金
額
三
十
志
丨 

I

は
被
保
險
者
の
妻
の
*

め
に
支
拂
は
る
.

(

そ
.

の
婦
&

 

は
本
案
.

に
ょ
つ
て
保
險
せ
ら
れ̂

と
$

)
、

3

れ
f

若
し 

婦
人
好
被
傭
加
入
者
卽
ち
規
則
疋
し
く
勞
銀
を
取
得
す 

•

ふ
者
な
る
#
は
そ
の
夫
於
被
保
險
者
杧
る
と
否
と
を
問 

は
梦
疾
病
手
當
及
分
娩
手
當
を
受
く
。
合
衆
王
國
に
は 

年
.

w々

i

一
 

十
萬
の
出
生
あ
.
6

0

而
し
て
チ

m

ッ
ザ
•
マ
ネ 

丨
厌
は
是
等
の
母
の
.

中
一
百
萬
は
該
手
當
を
受
く
べ
し 

i

ft

算
し
tc
6

0

 

.氏
は
附
言
し
て
日
く

.
國
民
保
險
に
關
し
て
か
く
名
寬
大
な
る
分
媿
手
當
は 

f

て
企y

ら
れ
杧
る
こ
と
な
し0

獨
逸
の
國
家
保
發 

は
火
體
に
於
て
優
秀
な
る
；！

P

の
な
れ
ど
名
分
挽
手
當 

は
非
常
の
勒
■限̂

.附
し
*

.る
を
.

以
.て
我̂
'.

國
に
比
し

%

«

<

て
半

數U

達
す
る
人
數
に
對
し
て
經
費
は
年
に
約
三

十
萬
磅
に
過
ぎ
卞
、
と
。

マ
ネ
ー
氏
の
計
®

に
よ
れ
ば
英
國

y

於
て
は
分
娩
手 

當
の
费
用
は
年
に一

百
五
十
萬
綠
な
6

。

.
長
期
に
亘
る
疾
病
の
原
因
の
調
査 

,

地
方
局
は
何
れ
の
地
方
に
於
て
？
保
險
委
員
、
保
險 

委
員
會
叉
は
認
許
組
合
の
申
請
に
よ
6

,

て
餘
6

に
長
期 

に
亘
6

從
つ
て
保
險
基
金
よ
-O

大
な
る
支
出
を
必
要
i

 

す
る
疾
病
の
原
因
の
調
查
1

#

梦
石
の
權
利
ぁ
6

。
呆 

險
®

E
S

•
手

に

よ

.ヴ

て

正

常

疾

病

表

な

る

名

の

作

成

せ 

ら
れ
之
に
表
出
せ
ら
れ
t<
r

る
率
を
超
ゆ
る
こ
と
一
割
な 

る
.

辟
は
何
れ
の
疾
病
ち
調
査
申
箭
の
理
由
を
供
し
^
る 

名
の
と
見
做
さ
る
。
若
し
そ
の
疾
病
過
長
於
工
場
、
仕 

事
場
、
鑛
山
、
及
び
石
坑
に
於
け
る
勞
働
者
の
健
康
义 

は
公
豸
衞
生
或
は
努
«/

階
級
の
住
店
に
關
す
る
法
律
に 

.

よ
6

て
課
せ
ら
れ̂

る
義
務
の
遂
行
を
地
方
官
廳
班
員 

S
.

怠
れ
る
に
上
る
こ
i

發
見
せ
ら
れ
tc

る
と
き
、
 

地
方
の
不
衛
生
撕
態
若
く
は
市
吏
員
の
寶
任
た
る
^
水

の
不
足
或
は
給
水
•

の
污
獨
等
に
基
づ
く
こ
i

發
見
せ
ら 

れ
fc

る
と
き
は
過
長
疾
病
を
理
由
と
し
て
認
許
組
合
の
. 

蒙
れ
.

る
過
剩
支
出
は
市
ょ
6

賠
償
せ
ら
る
べ
し
。
若
し 

住
居
の
不
挞
叉
は
不
衛
生
的
狀
態
於
•

そ
の
原
因
な
6

と 

の
立
證
を
揭̂

る
1

C

き

は

そ

の

行

爲

叉

は

過

失

に

上

.ク 

て
こ
.

の
過
剩
支
出
を
來
し
杧
る
財
產
の
所
将
者
ょ
6

之 

•

を
償
.

か
。
給
水
會
社
、

M

主
、
財
産
の
所
有
者
、
借
主 

及
び
占
.

有
者
は
悉
く
過
長
疾
病
の
原
因
除
去
を
目
的
と 

す
る
同
法
の
規
定
の
下
に
責
任
あ
る
$

の
と
す
。

四
、
失
業
に
對
す
る
保
險 

本
保
險
法
の
第
•

二
部
^
る
失
業
保
險
の
中
央
機
關
は 

悉
く
ホ
ワ
ィ
トホ

，—

ル
な
る
商
務
院
中
1C

あ
6

。
院
は 

凡
て
'

の
制
規
を
な
し
、
國
庫
の
許
可
を
得
、
特
別
命
令 

に
ょ
ぅ

V

保
險
を
他

の
產
業
に
.社
で
名
擴
張
す
る
乙
.
.

こ. 

を
得
。
目
下
本
保
險
法
の
下
に
包
合
せ
ら
る
べ
き
產
業 

は

(
一
)

建
物
業
、

(

ニ

)

*

造
業
、(

三

)

造
船
業
、(

四

)
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^

■

、
バ
五)

_

鐵
業
、
匸
ハ
罾
_

1

ぬ
員
ハ
及

0

錄

(

七

)

製
材
業
の
七
種
な
6

。
.

實
施
の
.

第
一
年
に
於
<
本 

法
の
下
に
來
る
べ
き
$

の
是
等
の
諸
產
業
に
於
<
ニ
百 

.

五
十一

萬
一
千
五
百
人
と
、_

上
せ
ら
る
9

十
六
歲
以
下 

の
勞
働
者
及
び
番
頭
、
丁
稚
及
び
書
記
等
に
は
本
法
の 

適
用
な
き
を
以
て
右
の
總
數
の
中
に
加
へ
ず
。
本
法
の 

,

適
用
を
受
く
べ
き
勞
働
者
の
.

强
制
的
掛
金——

瘐
病
癡

疾

基

金

，に

對

す

ふ

掛

金

の

外

に

-

-

-

-

-を

表

示

す

れ

、ば
次

の
如.
し

。(

チ

ヨ

ツ

ザ
•

マ

ネ

ー

氏

に

據

る

)

S

S

0

0

0

5

S

^

十
六
歲
乃
至
十
八
歲

/
勞
働
者

t
八
歲
以
上
ノ
勞
勸

者
し

席
傭
期
間
が
一
週
間
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ハ
二
日
以
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ナ
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又

ハ
二
日
以
下
ナ
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ト
キ
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及
逋
傭
期
間
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. 

.

.

.掛
金
の
支
挪
は
疾
病
癒
疾
保
險y

於
け
る
と
同
匕
く 

印
紙
2:
'

以
て
す
、
而
し
て
之
を
各
^-

働
器

y
1

•部
宛
渡 

し
*

る
保
險
_

に
記
入
し
保
險
基
金
ょ
ん
被
保
險
者
に 

支
狒
ひ
杞
る
3

の
名
記
入
し
勞
働
者
麗
主
0

双
方
ょ
6

 

鈉
入
せ
る
毎
週
の
掛
金̂

P

之
に
記
入
す
。
政
府
を̂

く

 

る̂

p

の
は
保
險
の
費
用
金
部
は
結
局
勞
働
者
の
分
S

M

 

主
の
分
名
.

共
に
悉
く
勞
働
者
の
負
#
に
歸
す
ベ
し

と

の
 

i

i

®

6i
fc
6

。
チ

n
r

ッ
ザ
•

了
不
-

氏
亦
そ
の
如
^

 

に
支
狒
は
る
，ベ
き
/;
>

に
關
し
て
同
ヒ
意
見
を
悚
れ
6

。
 

日

く

、

各
週
の
終
6

に
麗
主
は
郵
便
局
に
て
求
.め
^
る
五
片 

の
保
險
印
紙
を
そ
の
保
險
簿
に
貼
付
し
勞
働
者
に
勞 

銀
を
支
挪
ふ
に
當
て
ニ
片
半
を
差
引
く
。
五
片
の
印 

紙
'
 

者
に
代
て1

1

片
半
、自
ら
.一一

片
半)

を
貼
^
 

せ
る
麗
主
は
勞
働
者
を
し
て
、
JC

業
保
險
は
疾
病
保 

、

險
と
同
匕
く
勞
銀
を
馘
殺
す
る
名
の
に
あ
ら
^

し
て 

划
て
之
が
播
加
を
來
す1

5
P

の
な
6

と
の
事
實
を
想
®
 

せ
し
め
^

み
、
と
。

七.
E

P

失
業
保
險
の
下
に
於
け
る
支
出
額
は
疾
病
癒
疾
保
險 

の.

下
に
於
け
る
そ
れ
の
.

如
く
に
，正
確

y

知
る
こ
i

を
得 

岁
。
利
用
し
得
べ
き
最
上
の
事
實
を
基
と
し
て
マ
ネ_

 

氏
は
次
の
結
論
に
到
達
せ
6

。
B

く
、
掛
金
率
は

(
j 

)

 

十
八
歲
以
上
の
失
業
勞
働
者
に
對
し
て
一
週
間
七
志
を 

支
娜
ひ
'

ヶ
年
に
つ
き
十
五
週
問
を
限
6

と
し

(

ニ)

十 

七
歲
ょ
6

十
八
歳
ま
で
の
勞
働
者
に
對
し
て
は
一
週
間 

三
‘

志
六
片
を
支
娜
ひ
一
ヶ
年
內
十
五
週
間
を
限
6

と
し 

て
支
拂
を
な
す
の
準
備
を
な
す
を
以
て
足
れ
6

i

す 

と
。
勞
働
組
合
及
淡
勞
働
交
狻
所
は
本
保
險
法
の
實
行 

の
地
方
機
關
を
な
す
。
本
法
に
ょ
る
手
當
金
の
資 

格
喪
失
に
關
す
る
詳
細
は
本
論
に
宛
て
ら
れ
る
紙
而 

の
中
に
述
ぶ
る
こ
と
能
は̂

、
唯
不
景
氣u

際
し
て
を 

の
營
業
を
繼
續
す
る
歷
主
に
對
し
て
幾
多
の
讓
步
及
便 

宜
の̂

へ
ら
れ
tc

る
の
事
實
を
指
摘
す
る
に
北
め
む
0

I

v

w

y

y

^

w

A

A

M

A

I

•
.
.憲
法
發
展
上
に
於
けS

合
.
 

衆

國

の

地

俊
.

士

ロ

田
.

三

郧

'

一

の

立

憲

政

體

に

關

す

る

智

識

を

,#
ん

と

欲

す

る

者 

は

先

づ

其

歷
it
lc

溯
6

て

之

を

研

究

す

る

を

要

す

:0
合 

衆

國

の

.政

體

は

米

國

の

歷

史

上

興

味

深

き

一

大

廻

轉

肪 

期
に
生
れ
ギ
る
名
の
に
し
て
其
#
#の
事
情
を
硏
究
す 

る
に
先
だ
ち
其
政
體
に
付
て
分
析
詳
解
す
る
2

亦
不
要 

の
業
に
あ
ら
次
る
可
し
。
由
來
歷
史
的
硏
究
な
る
名
の 

は
困
倦
煩
は
し
き
名
の
な
れ
ど
^
^
吾
人
が
此
ょ
ろ
爲
さ 

ん
と
欲
す
る
事
fc

る

や

歷

史

的

に

な

す

に

あ

ら

^

れ
ば 

有
效
の
名
の̂

る
こ
と
能
はf

o

る
な
6

。

•

實
に
立
憲
政
體
fc

る
や
治
者
被
治
者
間
に
存
す
る
鞏 

固
な
る
約
>!
1

の
上
に
&

て
、ら
rt
fc

る̂

p

の
に
し
て
其
政 

體
を
維
特
發
展
せ
し
む
る
共
问
體
卽
ち
共
通
の
㈣

®

を 

自
覺
し
共
通
の
目
的
を
形
成
す
る
國
民
な
く
し
て
立
憲

雜

.

0

.

政
體
财
存
在
す
る
.
こ
と
能
は
^

る
.
な
6

0

,
一.
致
和
合
の 

自
覺
な
く
組
織
な
く
思
想
な
く
一
 

致

の

行

®

を
爲

す

こ 

i

能
は
次
る
人
民
は
憲
法
的
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
能 

は
す
、
此
等
の
人
民
叉
は
國
民
は
昏
睡
的
狀
態
に
あ
る 

名
の
と
稱
し
て
過
言
な
於
ら
ん
。
彼
等
は
協
同
の
判
斷 

力
な
く
目
的
に
.

對
し
.

步
調
を
一
に
せ
，
而
し
て
共
通
の 

手
段
方
法
を
案
出
す
る
こ
と
能
は
次
る
な
6

、
共
同
體 

に
あ
ら
^
し
て
叉
立
憲
政
體
を
形
成
し
得
る
ダ
の
な
く 

1

園
民
に
し
て
«

肖
體
と
な
る
に
あ
ら
次
れ
ば
制
度
法 

典
を
享
有
す
る
こ
.

と
不
可
能
な
6

。
故
に
赴
人
は
目
的 

と
す
る
處
の
分
析
解
説
を
な
す
に
先
ち
共
同
體
に
關
す 

る
槪
念
と
明
白
に
し
；&

に
合
衆
a

は
共
同
體
な
る
や
否 

や
を
明
確
に
な
^

ん
と
欲
す
る
な
6

。
斯

く

し

て

；*

人 

«

«/

め
-C

憲
政
發
K

h

j

に
於
け
る
合
衆
國
の
地
位
を
了 

解
し
且
つ
歷
史
的
耕
究
な
る
ち
の
於
其
他
の
諸
問
題
を 

解

釋

す

-
る

上

に

效

あ

る

こ

と

を

知
る

に

至
.
る

可

し

。

抑
$

共
同
體
な
.る
語
は
啬
人
の
姆
々
用
ゆ
る
所
な
れ 

ど
？
芷
確
な
る
槪
念
に
至
6

て
は
未
だ
之
を
解
せ
次
る

七.
四1


